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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在
場
所
定
期
検
査
を

次
の
と
お
り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

荒

木

誠

一

検
査
地
域

立
川
市
、
東
村
山
市
、
国
分
寺
市
、
国
立
市
、
東

大
和
市
、
清
瀬
市
、
東
久
留
米
市
及
び
武
蔵
村
山

市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五

十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
二
ト
ン
以
下
の
も
の
及
び

同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使
用
す
る
ひ
ょ
う
量
が

二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
（
分
銅
及
び

お
も
り
を
含
む
。
以
下
「
検
査
対
象
物
」
と
い

う
。
）
。
た
だ
し
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
を
超
え

る
非
自
動
は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
事
業
所
の

検
査
対
象
物
を
除
く
。

三

検
査
期
日

令
和
二
年
七
月
六
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
八
日
ま

で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
一
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
大
山
町
ク
ロ
ス
ポ
イ
ン
ト
周
辺
地
区
市

街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

大
山
町
ク
ロ
ス
ポ
イ
ン
ト
周
辺
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
元
年
六
月
七
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区
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板
橋
区
大
山
町
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

板
橋
区
大
山
町
三
十
一
番
十
号

令
和
元
年
六
月
七
日

五

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
二
年
六
月
五
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
二
号

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支

援
法
人
（
以
下
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
し
た
の
で
、

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

支
援
法
人
の
名
称

一
般
社
団
法
人
ウ
イ
ズ
タ
イ
ム
ハ
ウ

ス

二

支
援
法
人
の
住
所

練
馬
区
大
泉
学
園
町
四
丁
目
三
十
番

二
十
号

三

支
援
業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地

練
馬
区
大
泉
学
園
町
四
丁
目
三
十
番

二
十
号

四

指
定
年
月
日

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
三
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
（
仮
称
）
小
山
三
丁
目
第
二
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発

事
業
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
（
以
下
「
調
査
計
画

書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
条
例
第
四
十
四
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
小
山
三
丁
目
第
二
地
区
市
街
地
再
開
発
準
備
組
合

理
事
長

土
屋

芳
人

品
川
区
荏
原
三
丁
目
五
番
十
五
号

星
野
屋
ビ
ル
二
階
二
Ａ

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

（
仮
称
）
小
山
三
丁
目
第
二
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

高
層
建
築
物
の
新
築

三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
品
川
区
小
山
三
丁
目
に
位
置
す
る
約
一
・
六
ヘ

ク
タ
ー
ル
の
事
業
区
域
に
お
い
て
、
共
同
住
宅
、
商
業
施
設
、
公

益
施
設
、
駐
車
場
等
を
新
築
し
、
複
合
的
な
市
街
地
を
形
成
す
る

も
の
で
あ
る
。

四

周
知
地
域
の
範
囲

品
川
区

西
五
反
田
四
丁
目
、
西
五
反
田
五
丁
目
、
小
山
台
一

丁
目
、
小
山
台
二
丁
目
、
小
山
一
丁
目
、
小
山
二
丁

目
、
小
山
三
丁
目
、
小
山
四
丁
目
、
小
山
五
丁
目
、

小
山
六
丁
目
、
荏
原
一
丁
目
、
荏
原
二
丁
目
、
荏
原

三
丁
目
、
荏
原
四
丁
目
、
荏
原
五
丁
目
、
荏
原
六
丁

目
、
荏
原
七
丁
目
、
平
塚
二
丁
目
、
平
塚
三
丁
目
、

中
延
一
丁
目
、
中
延
二
丁
目
及
び
西
中
延
一
丁
目
の

区
域

目
黒
区

目
黒
本
町
三
丁
目
、
目
黒
本
町
四
丁
目
、
目
黒
本
町

五
丁
目
、
目
黒
本
町
六
丁
目
、
下
目
黒
五
丁
目
及
び

原
町
一
丁
目
の
区
域

五

調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
項
目

事
業
者
は
、
対
象
事
業
の
内
容
と
対
象
事
業
の
事
業
地
周
辺
の

地
域
概
況
を
考
慮
し
た
結
果
、
大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動
、
土
壌

汚
染
、
地
盤
、
水
循
環
、
日
影
、
電
波
障
害
、
風
環
境
、
景
観
、

自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場
、
廃
棄
物
及
び
温
室
効
果
ガ
ス
を

調
査
、
予
測
及
び
評
価
項
目
と
し
て
選
定
し
て
い
る
。

六

調
査
計
画
書
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
二
年
六
月
五
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
日

曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

品
川
区
都
市
環
境
部
環
境
課

品
川
区
広
町
二
丁
目
一
番
三
十
六
号

イ

目
黒
区
環
境
清
掃
部
環
境
保
全
課

目
黒
区
上
目
黒
二
丁
目
十
九
番
十
五
号

ウ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

エ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

七

都
民
の
意
見
書
の
提
出

㈠

提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送

㈡

記
載
事
項

ア

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務

所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

イ

対
象
事
業
の
名
称
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ウ

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

㈢

期
限

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日

㈣

提
出
先

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

郵
便
番
号
一
六
三－
八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
百
五
十
七
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
北
区
桐
ケ
丘
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
百
五
十
八
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
北
区
桐
ケ
丘
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
六
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
急

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

こ
の
関
係
図
書
は
、
令
和
二
年
六
月
五
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
東

京
都
南
多
摩
西
部
建
設
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

区
域
の
名
称

多
摩
市
和
田
地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
十
二
号
ま
で

を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
標
柱
十
二
号
と
を
結
ん
だ
線

に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
（
別
図
の
と
お
り
）

日
野
市
百
草

三
七
八
番

一
号
か
ら
五
号
ま
で

三
六
六
番
一

六
号

多
摩
市
大
字
和
田

一
七
一
七
番
一

七
号
か
ら
十
号
ま
で

一
七
一
八
番
二

十
一
号
及
び
十
二
号
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
七
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規

模

変
更
前

変
更
後

所
在
地

変
更
年

月
日

港
湾

施
設

用
地

十
号
地

そ
の
二

地
区
港

湾
施
設

用
地

五
六
二
、

四
四
二
・

六
五
平
方

メ
ー
ト
ル

五
七
二
、

三
四
一
・

七
二
平
方

メ
ー
ト
ル

江
東
区
有
明

四
丁
目

令
和
二

年
六
月

六
日

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
十
八
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
及
び
所
在
地
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規

模

変
更
前

変
更
後

所
在
地

変
更
前

変
更
後

変
更
年

月
日

港
湾

施
設

用
地

中
央
防

波
堤
内

側
地
区

港
湾
施

設
用
地

二
三
五
、

一
六
九

・
六
六

平
方
メ

ー
ト
ル

二
五
三
、

二
〇
四

・
一
一

平
方
メ

ー
ト
ル

江
東
区

青
海
三

丁
目
地

先
中
央

防
波
堤

内
側

江
東
区

海
の
森

一
丁
目
、

同
区
海

の
森
二

丁
目
及

び
同
区

海
の
森

三
丁
目

令
和
二

年
六
月

六
日

告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
三
十
三
号

東
京
都
立
図
書
館
館
則
（
昭
和
六
十
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規

則
第
十
一
号
）
第
四
条
た
だ
し
書
及
び
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
九
号
に
お
い
て
告

示
し
た
東
京
都
立
中
央
図
書
館
及
び
東
京
都
立
多
摩
図
書
館
の
休
館

日
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

東
京
都
教
育
委
員
会

一

期
日

変
更
前

変
更
後

令
和
二
年
四
月
十
七
日
、

同
年
五
月
十
五
日
及
び
同

年
六
月
十
六
日
か
ら
同
月

二
十
五
日
ま
で

令
和
二
年
四
月
十
七
日
、

同
年
五
月
十
五
日
、
同
年

六
月
七
日
、
同
月
十
四
日
、

同
月
二
十
日
及
び
同
月
二

十
一
日

二

理
由

設
備
等
の
保
守
点
検
及
び
図
書
資
料
の
特
別
整
理
の
日

程
の
変
更
の
た
め

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１８５号

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
３
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
の
規
定
に
基

づ
き
技
能
検
定
員
審
査
を
実
施
す
る
の
で
、
規
則
第
２
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
２
年
６
月
５
日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

北
井

久
美
子

記

１
審
査
の
種
類

普
通
自
動
車
免
許
技
能
検
定
員
審
査

２
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
資
格

普
通
自
動
車
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免
許
（
仮
運
転

免
許
を
除
く
。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
で
き
る
者
で
あ
る

こ
と
。

３
審
査
項
目
及
び
審
査
細
目

⑴
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能

ア
技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車
の
運
転
技
能

イ
自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

⑵
技
能
検
定
に
関
す
る
知
識

ア
教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

イ
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ
い
て
の
知
識

ウ
技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

エ
自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に
関
す
る
知
識

４
審
査
細
目
の
免
除

規
則
第
１７条

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
又
は
附
則
第
３
条
第
１

項
第
１
号
若
し
く
は
第
２
号
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
該
当
す
る
者

５
審
査
の
日
時
及
び
場
所

⑴
日
時

令
和
２
年
７
月
６
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
１０日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
間
の
う
ち
、
申
請
書
提
出
時
に
お
い
て
指
定
す
る

日
時

⑵
場
所

警
視
庁
府
中
運
転
免
許
試
験
場
（
府
中
市
多
磨
町
三
丁
目
１

番
地
の
１
）

６
申
請
手
続

⑴
申
請
書
類
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ア
申
請
書
（
規
則
別
記
様
式
第
１
号
の
審
査
申
請
書
と
す

る
。
）

イ
写
真
（
申
請
前
６
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、

上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
３.０セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
の
長
さ
２.４セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）

ウ
審
査
細
目
が
免
除
さ
れ
る
者
は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
書
面

⑵
受
付
日
時

令
和
２
年
６
月
１８日

（
木
曜
日
）
及
び
同
月
１９日

（
金
曜

日
）
の
午
前
９
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
ま
で

⑶
受
付
場
所

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
（
府
中
市
多
磨
町
三

丁
目
１
番
地
の
１
）

⑷
申
請
に
関
す
る
注
意
事
項

ア
申
請
書
は
、
警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課
に
お

い
て
、
令
和
２
年
６
月
８
日
（
月
曜
日
）
か
ら
配
布
す
る
。

た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

イ
写
真
は
、
申
請
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ウ
提
出
書
類
は
、
本
人
が
直
接
持
参
す
る
こ
と
。

エ
運
転
免
許
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

７
審
査
手
数
料

１９,５００円
。
た
だ
し
、
審
査
細
目
を
免
除
さ
れ
る
者
は
、
警
視

庁
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
１２年

東
京
都
条
例
第
９９号

）
別
表
第

２
１
の
項
備
考
２
に
規
定
す
る
額
を
減
額
す
る
。

８
携
行
品
及
び
服
装

⑴
携
行
品

ア
運
転
免
許
証

イ
筆
記
用
具

ア
黒
色
又
は
青
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

イ
赤
色
の
ボ
ー
ル
ペ
ン

⑵
服
装

自
動
車
の
運
転
に
支
障
の
な
い
服
装

９
合
格
証
明
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
規
則
別
記
様
式
第
２
号
の
技
能
検
定
員
審
査
合

格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

１０
問
合
せ
先

警
視
庁
運
転
免
許
本
部
運
転
者
教
育
課

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線
７２５０―５２６４

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
九
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

東
京
都
交
通
局
長
代
理

次
長

久

我

英

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
旅
客
営
業
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局

規
程
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
第
二
号
の
様
式
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
六
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

東
京
都
交
通
局
長
代
理

次
長

久

我

英

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
（
平
成
十

九
年
交
通
局
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
五
号
及
び
第
三
十
六
条
第
二
項
第
五
号
中
「
三
十

分
」
を
「
六
十
分
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
六
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
一
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

東
京
都
交
通
局
長
代
理

次
長

久

我

英

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗

車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規

程
（
令
和
元
年
交
通
局
規
程
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
中
「
三
十
分
」
を
「
六
十
分
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
六
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◉
交
通
局
規
程
第
五
十
二
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡
運
輸
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

東
京
都
交
通
局
長
代
理

次
長

久

我

英

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡
運
輸
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
連
絡
運
輸
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
交
通
局

規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
の
表
二
の
項
中
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改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
六
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
三
号

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線
と
の
時
間
制

乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

東
京
都
交
通
局
長
代
理

次
長

久

我

英

男

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線

と
の
時
間
制
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
線
と
の
時
間
制

乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
三
十
年
交
通
局
規
程
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
三
十
分
」
を
「
六
十
分
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
六
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
四
号

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
連
絡
運
輸
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
五
日

東
京
都
交
通
局
長
代
理

次
長

久

我

英

男

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
連
絡
運
輸
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
連
絡
運
輸
規
程
（
平
成
二
十
年

交
通
局
規
程
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
の
項
中
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改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
六
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
六
月
五
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労
働

局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

サ
ミ
ッ
ト
ス
ト
ア
五
反
野
店

二

店
舗
所
在
地

足
立
区
中
央
本
町
二
丁
目
二
十
六
番
十

二
号

三

設
置
者
名

山
種
不
動
産
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

中
央
区
日
本
橋
箱
崎
町
八
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

大
野

勝

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

木
下

典
夫

七

変
更
日

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日

八

届
出
日

令
和
二
年
四
月
三
十
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
二
年
六
月
五
日
か
ら
同
年
十
月
五

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に

関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

西
武
池
袋
本
店
・
池
袋
パ
ル
コ
・
池
袋

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
パ
ー
ク

二

店
舗
所
在
地

豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
二
十
八
番
一
号

ほ
か

三

設
置
者
名

株
式
会
社
セ
ブ
ン
＆
ア
イ
・
ア
セ
ッ
ト

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ほ
か
五
名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八
ほ
か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

西
武
鉄
道
株
式
会
社
ほ
か
一
名

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

若
林

久
（
西
武
鉄
道
株
式
会
社
）
ほ

か

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

喜
多
村

樹
美
男
（
西
武
鉄
道
株
式
会

社
）
ほ
か

八

変
更
日

令
和
二
年
四
月
一
日
ほ
か

九

届
出
日

令
和
二
年
五
月
七
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

令
和
二
年
六
月
五
日
か
ら
同
年
十
月
五

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に

関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
廃
止
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

サ
ミ
ッ
ト
ス
ト
ア
五
反
野
店

二

店
舗
所
在
地

足
立
区
中
央
本
町
二
丁
目
二
十
六
番
十
二

号

三

設
置
者
名

山
種
不
動
産
株
式
会
社

四

店
舗
面
積
の
合
計

が
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
と
な
る
日

令
和
元
年
七
月
三
十
一
日
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